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宮野  幸広 さん
地域おこし協力隊員として活動
している宮野さん。
現在は「木岐まちづくり協議会」
の一員として日々、地域活性化
に取り組んでいます。

仲間たちと考える木岐の活性化
～木岐で活躍、宮野幸広さん 〜

宮野さんは、令和4年5月に海上自衛隊を定年退職し、同年6月
に美波町地域おこし協力隊として着任しました。その後は受入団体
のある木岐に密着した活動を行っています。もともと農業に興味を
持っていたそうで、自然環境が良く農業に適しているという点で美
波町を選びましたが、今では「木岐に来て良かった！！」と言います。

地域おこし協力隊として美波町に着任してからは、多岐にわたる業
務に携わっており、木岐にとって大きな力になっています。主な業
務内容は、まちづくり協議会事務や、宿泊施設ドミトリー聖ヶ丘の管
理支援、防災・消防活動、地域の環境整備に関わる作業、イベント
のサポートなど地域の活性化に尽力しています。	
	宮野さんは今の業務について「木岐の仲間たちと一緒に試行錯誤し
ながらまちづくりを考えるのは、本当に楽しいんです！もっと若い世
代の人たちとも一緒に取り組めたら、さらにいいなと思っています。
そのためにも、まずは町外から来た自分だから分かる木岐の魅力を
掘り出して、少しでも興味を持ってもらうことが大切だと思うし、そ
れが地域おこし協力隊としての自分の役割だと感じています。」と笑
顔で話してくださいました。

地域おこし協力隊の任期は最長3年で、来年5月に任期満了で退
任予定ですが、退任後も木岐に根ざした活動に期待です！！

 –

 —  ˜

（写真説明）※活動の一部です。
①草刈り：景観改善、害
虫予防、植物の成長促
進を目的に行います。

②椿：写真は木岐の満石
神社で1月～5月頃に咲
く花です。3月の木岐
椿まつり時には支援を
行います。

③各種イベント応援：かか
しコンテストの芋掘りの
様子です。
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いきいき
健康情報

いきいきと健康的な生活を過
ごすため、美波町健康増進課
や福祉課による健康情報をご
紹介します。

Health Information
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日程 イベント名 時間 会場
12月

3日 火
ストレッチ教室 10：00～11：00 日和佐公民館
手芸講座 13：30～15：30 木岐公民館

5日 木
健康相談 10：00～11：00 日和佐公民館
リハビリ体操 13：30～15：00 由岐公民館

9日 月 いきいき体操 13：30～15：00 由岐公民館
10日 火 健康相談 10：00～11：00 赤松基幹集落センター

12日 木
ノルディック・ウォーク 14：00～16：00 日和佐公民館
脳若返り教室 14：00～15：00 デイサービスセンター竜宮

13日 金
健康相談 10：00～11：30 山河内公民館
手芸講座 13：30～15：30 日和佐公民館

17日 火
健康相談 14：00～15：30 志和岐公民館
ストレッチ教室 10：00～11：00 日和佐公民館

19日 木 いきいき体操 13：30～15：00 日和佐公民館
24日 火 ストレッチ教室 10：00～11：00 日和佐公民館

26日 木
健康相談 10：00～11：00 まったりCafé
リハビリ体操 13：30～15：00 日和佐公民館
健康相談 13：30～14：30 木岐公民館

地域包括支援センター行事予定 ※申込は不要です。 【お問い合わせ】地域包括支援センター☎ 0884-77-1171

日程 イベント名 時間 会場
11月 13日 水 こころの相談 予約制 美波町医療保健センター

15日 金 5歳児健診 個別にお知らせします 日和佐公民館

19日 火
女性とこどもの
ケアルーム

赤ちゃん教室 10：00～11：30
美波町医療保健センター

個別相談 13：00～16：00

27日 水
健診結果説明会 個別にお知らせします 美波町医療保健センター
けんこう運動教室 19：30～21：00 日和佐公民館

30日 土 特定健診・がん検診
8:00～9:00 由岐公民館
10：30～12：00 日和佐公民館

12月
3日 火 女性とこどものケアルーム

10：00～11：30 児童館
13：00～16：00 美波町医療保健センター

10日 火 特定健診・がん検診  8:00 ～11:00 日和佐公民館

13日 金 こころの相談 予約制 美波町医療保健センター

保健事業一覧 ※事前予約が必要です。 【お問い合わせ】健康増進課☎ 0884-77-3621

令和5年度地区別特定健診受診率
令和５年度も健診を受けていただきありがとうございました！
　美波町の令和５年度の特定健診受診率が57.5％となり、昨年より2.1ポイントあが
りました。国の目標（60％）まで、もう少しです（あと、24人です！）。皆様のご協力
を引き続きよろしくお願いいたします。病院受診中で治療中の方も特定健診の対象
になりますのでかかりつけ医とご相談ください。
↓美波町国民健康保険加入40歳～74歳の方の受診率を地区別で出してみました。

★毎年健診を受けることで「生活習慣病予防」「病気の重症化予防」「医療費抑制」「国
からの支援金増加」などがあります。16～39歳の方はヤング健診を受けるこ
とができます。ぜひがん検診もあわせて受診ください。
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【集団健診日程】
▶令和６年１１月３０日（土）
８：００～９：００       由岐公民館
１０：３０～１２：００　日和佐公民館

▶令和６年１２月１０日（火）
８：００～１１：００　日和佐公民館

美波町特定
健診について
昨年度に引き続き特定健診
受診率を地区別で出してみ
ました！

新崎人生さんから指導をしてもらいましたが、じんせい体操の一つ「もも上げ」をご紹介します。じんせい体操①
①　両足を軽く広げ、背筋を伸ばして立ちます。手は腰におきましょう。
②　片足ずつ、太ももが床と平行になるまで、交互に持ち上げます。
1日の運動目安：左右10回づつ(合計20回)

※Point 1：上体が前や後ろに倒れないように、背筋を伸ばして行うのがポイントです。
※Point ２：痛みがあるときは中止すること。無理をして頑張ると痛めてしまい逆効果になることがあります。
※Point 3：ウォーキング前に筋トレをすると効果倍増!!

★12月からじんせい体操教室も始まります。ぜひ、ご参加ください！

10月5日、6日に 開
催した「健康まつり」
では2日間で約300
人の皆さんにご来場
いただきました。あり
がとうございました。

　しょうゆやだしの素などの調味料、パン、カレーなどのレトルト食品・カップ麺・漬物・練り製品（かまぼこなど）・菓
子類などの加工食品について、今の時代減塩食品がたくさん店頭に並び、消費者が選択できるようになっています。
日本高血圧学会のホームページには「減塩食品リスト」を公開しています。リスト内の食品は、食塩相当量を20％以
上減らし、同等もしくは同等以上の美味しさである事など、厳しい条件で審査されたものです。企業数・
品目数ともに年々増加しており、売り上げも増加しています。各食品メーカーも取り組みを増やし
ており、今後も減塩食品の普及拡大が進み、より簡単に減塩が実行できるようになると思われます。
みなさまも、店頭で減塩商品を探してみてください。

～減塩食品について～減塩について知ろう⑧
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教育・子育て Education & Parenting
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虐待されている子どもたちを
守ることができるのはあなたかもしれません
【児童虐待の現状】
　令和5年度に徳島県の児童相談所が対応した虐待相談件数は1,181件で過去最多となりました。

【「しつけ」と「虐待」の違い】
　「しつけ」とは、子どもが社会の中で生きていくために必要な善悪や礼儀作法を教え自律に導くことです。保護者は、
子どもを一人の人間として感情や価値観を尊重し、暴力以外の方法によってしつけを行わなければなりません。
　「虐待」とは、保護者が子どもに行う行為で、子どもの心や体を傷つけたり、健全な成長や発達を損なう行為をいい、
体に直接危害を加える行為に限らず、子どもに対する不適切な関わり全てを含みます。
　保護者がいくら一生懸命で、子どもをかわいいと思っていても、「しつけ」のつもりであったとしても、子どもにとっ
て有害な行為であれば虐待です。

身体的虐待
▶殴る、蹴る、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる、
家の外に閉め出す、長時間正座をさせる　など

性的虐待
▶子どもへの性的行為、性的行為を見せる、
　ポルノグラフティの被写体にする　など

ネグレクト（養育の拒否）
▶食事を与えない、ひどく不潔なままにする、
　病気やけがをしても病院に連れて行かない　など

心理的虐待
▶言葉により脅かす、無視する、子どもの目の前で
　家族に対して暴力を振るう（DV）　など

【虐待の定義】

【お問い合わせ】役場福祉課☎0884-77-3614

令和7年度 認定こども園・保育園の入園申込について
　令和 7年 4月から入園を希望される方の受付を行います。入園申込書を、各園・福祉課・由岐
支所で受け取るか、または美波町ホームページからダウンロードしてお申込みください。
　なお、定員等により第 1希望の園へ入園できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

12月2日（月）～12月20日（金）８時30分～16時30分（土･日曜日を除く）
※勤務等の都合で上記時間以外に申込みをしたい場合は、事前に各園へご連絡ください。

●お申込み期間

●お申込み場所
園名 所在地／電話番号 対象年齢 特別保育 開園時間

日和佐こども園
奥河内字弁才天19-3
☎ 0884-77-0133（幼児部）
☎ 0884-77-0092（保育部） ６ヶ月児～５歳児

一時預かり
延長保育
土曜保育

平日・土曜日
7:00～18:00

由岐こども園
西の地字西地55
☎ 0884-78-0547

赤松こども園
赤松字野田138
☎ 0884-79-3002

１歳児～５歳児
一時預かり
延長保育

伊座利小規模保育園
伊座利220
☎ 0884-78-1331

※後日、簡単な面接を行います。
※土曜保育は、他の園（赤松こども園・伊座利小規模保育園）に通っているお子さまもご利用になれます。

美波町HP

　年度途中からの入園を希望する場合も、期間中に希望する園へお申込みくだ
さい。また、申込受付期間以降に出産予定で、利用予定のある方も同様にお申　
込みください。申込みがなかった場合、原則ご入園いただけませんので、あらかじ
めご了承ください。
　その他、ご不明な点などございましたら、福祉課までご連絡ください。

11月は、「オレンジリボン・
児童虐待防止推進キャンペーン」です

児童相談所虐待対応ダイヤル　☎ 189
お近くの児童相談所につながります。（24時間 365日通話料無料）
【相談窓口】
・中央こども女性相談センター 　　☎ 088-622-2205
・南部こども女性相談センター　　 ☎ 0884-22-7130
・西部こども女性相談センター　　 ☎ 0883-53-3110
・美波町子ども家庭総合支援拠点　☎ 0884-77-3614

気になることがあったら、「通告」してください

　あなたの判断で「しつけの限度を超えている」「子どもへ
の関わり方がおかしい」と感じたら迷わず通告してください。
誰が通告者かを知られることはありません。保育所や学校に
通っていない子どもが虐待されているとしたら、それに気付
き守ることができるのは、あなたかもしれません。

◎通告とは、「気になることを相談すること」です。
虐待かなと思ったら…

☎189
いち はや く

児童相談所
虐待対応ダイヤル
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藻場をおこす、未来をつくる
会社概要・SDGｓに関する取り組み方針（考え方）
　持続可能な社会の実現に貢献するため、資源の有効活用と気候変動の影響
による環境問題の改善を経営の中枢に位置付けています。特に、未利用魚の
アイゴをはじめとした水産物の漁獲から加工、販売に至る全プロセスで関連団
体や企業との連帯を図り、藻場再生と地域創生に尽力しています。

　私たちは、2023年 8月に地元関係者にて立ち上げた一
般社団法人藻藍部（もあい）です。磯焼けに苦しむ徳島県
美波町で磯焼け (藻場の喪失 )の問題に取り組むとともに、
藻場再生を軸としたアクションを行っています。「アイゴを
つかった地場産品の開発」や「藻場・漁業再生資源の開発」
を通して、地域の発展・地球の未来のための好循環モデル
構築を目指します。

メッセージ

一般社団法人
藻藍部

（水産業）

今後に向けた取り組み
・藻場再生の実現の先にJブルークレジットの販売（環境価値
化して収益をあげる）
・地域おこし協力隊等を活用した水産技術者等の育成
・アイゴの加工品のネット販売及びふるさと納税返礼品登録
・企業版ふるさと納税を活用した資金調達と県外企業と美波
町の関りを拡大

関連するゴールこれまでの取り組み
・アイゴの漁獲量増進による藻場再生
・未利用魚であるアイゴの加工品開発
・アイゴ加工品の販促支援
・釣り大会等のイベントを通じた藻場再生に対する啓蒙活動
・県内廃棄物を活用した藻場増殖資材の開発
・美波町の子どもたちと美波
町役場、町内にサテライト
オフィスを構える企業と連
帯して藻場増殖資材を海に
投げ込む体験型企画
・講演会を通じた藻場再生
（磯焼け対策）の経験、知
見の共有

【美波町からのお知らせ】
▶導入目的：美波 SDGsリビングラボを通じて地域活動を発信・共有することで、SDGs のワードのもとで皆さまが

繋がれる場所になること目的としています。まずは皆さまの SDGs 宣言を登録をして、美波町とともに
地域課題の解決や地域活動に参加し、お互いに協力し合いませんか。

▶利用方法：町民の方々や企業・団体様なら誰でも利用できます。
詳しくは右のQRコードから美波町HPをご覧ください。
https://www.town.minami.lg.jp/docs/sdgs.html

美波町 SDGsリビングラボポータルサイトについて

付加保険料の納付について
　定額の保険料に月額440円の付加保険料を上乗せして納付することで、将来の老齢基礎
年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。

【お問い合わせ】役場住民生活課☎ 0884-77-3613

【納付することができる方】
▶国民年金第1号被保険者
▶65歳未満の任意加入被保険者

※国民年金保険料の納付を免除されている方（法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例）、国民
年金基金の加入員である方は付加年金に加入（付加保険料を納付）することができません。
※個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個
人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。
※農業者年金に加入した時は、国民年金付加保険料納付該当届の提出が必要です。付加保険料の納付は、農業者年金の
被保険者に該当した月から開始します。

【付加保険料の金額、納付期限】
▶金額　　：付加保険料は、1ヶ月あたり400円です。

付加保険料も前納する期間によって割引を受けられます。
▶納付期限：付加保険料の納付期限は、原則納付対象月の翌月末日です。

なお、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は付加保険料を納付することができます。

【付加保険料の納付をやめたいとき】
国民年金付加保険料納付辞退申出書を提出した月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなります。

【老齢基礎年金を受け取るときに加算される額】
付加年金額（年額）は、200円×付加保険料を納付した月数で計算します。 詳しくは、日本年金機構

HPをご覧ください→

【お問い合わせ】役場税務課☎0884-77-3615

税の納め忘れありませんか？

　美波町及び徳島県では、11月・12月を徴収強化月間とし、この期間中に税の未納がある方に対し
て、催告を行います。催告をしても納付していただけない滞納者に対して、財産の差し押さえなど滞
納処分を行います。納付できない特別な事情がある方は必ずご相談ください。

11月・12月は県下一斉徴収強化月間

税のお知らせ
Tax Information

マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証の利用登録の解除ができます
令和6年11月1日以降、マイナ保険証の利用登録の解除申請を開始します。
美波町国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、
本人確認書類を持参のうえ、税務課窓口もしくは由岐支所で申請手続きをしてください。
※美波町国民健康保険に加入していない方の解除については、加入している健康保険にお
問い合わせください。
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●令和 6年度財政執行状況
美波町財政状況の公表に関する条例により、令和 6年度の財政執行状況を公表します。

●令和 5年度会計別決算
会計名 歳入 歳出

一般会計 69億8,015万円 66億8,895万円
国民健康保険事業 9億1,958万円 9億1,920万円
育英奨学金貸付事業 3,685万円 1,735万円
赤河内財産区 861万円 18万円
簡易水道事業 2,418万円 1,608万円
漁業集落排水事業 4,434万円 4,039万円
公共下水道事業 3億302万円 2億4,298万円
介護保険事業 12億5,211万円 10億6,677万円
診療所 2億4,567万円 2億3,191万円
後期高齢者医療 1億7,254万円 1億6,751万円
水道
事業

収益的収支 1億4,580万円 1億2,545万円
資本的収支 7,867万円 1億5,696万円

病院
事業

収益的収支 7億8,553万円 8億1,097万円
資本的収支 4,366万円 8,857万円

特
別
会
計

●決算に基づく財政指標
財政指標

令和 4年度
決算

令和 5年度
決算

一般会計 96.2% 98.8%
財政力指数 0.16 0.16
財政調整基金 15億7,800万円 13億6,000万円
減債基金 7億8,100万円 6億0,000万円
その他基金 15億6,672万円 15億1,321万円
普通会計 78億4,641万円 76億3,076万円
簡易水道事業会計 4億5,703万円 4億5,703万円
漁業集落排水事業会計 6,979万円 6,979万円
公共下水道事業会計 11億4,954万円 11億4,954万円
診療所特別会計 1,420万円 1,420万円
水道事業会計 6億2,743万円 6億2,743万円
病院事業会計 9億2,533万円 9億2,533万円
実質赤字比率 －（15.0） －（15.0）
連結実質赤字比率 －（20.0） －（20.0）
実質公債費比率 7.6（25.0） 9.0（25.0） 
将来負担比率 19.5（350.0） 29.6（350.0）

積
立
金
現
在
高

地
方
債
現
在
高

健
全
化
判
断
比
率

企
業
会
計

※健全化判断比率の括弧内の数値は、早期健全化基準です。
※�実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字が発生していな
いため、数値が表示されません。

●町税負担の概要
【町税総額】5億624万円
1 人当たり：86,819 円 / 1 世帯当たり：164,631 円

●行政経費支出の概要
【一般会計歳出総額】66億8,895万円
1 人当たり：1,147,136 円 / 1 世帯当たり：2,175,268 円

人口 5,831 人、世帯数 3,075 世帯（令和 6年 3月末現在）

●町税収入の内訳

軽自動車税 2,520 万円（5.0%）

町たばこ税 3,463 万円（6.8%）

【町税収入総額】
5億624万円

町民税
2億 2,338 万円
（44.1%）

固定資産税
2億 2,303 万円
（44.1%）

●令和5年度一般会計歳出の内訳
諸支出金
1,889万円（0.3%）

災害復旧費
1,228万円（0.2%）

議会費
６,435万円（1.0%）

総務費
10億2,652万円（15.4%）

民生費
14億596万円（21.0%）

衛生費 
9億3,374万円
（14.0%）

農林水産費
4億2,489万円（6.4%）
商工費 9,251万円（1.4%）

土木費
7億4,507万円
（11.1%）

消防費
3億5,310万円
（5.3%）

教育費
6億9,981万円
（10.5%）

公債費
9億1,183万円（13.6%）

歳出
66億8,895万円

●令和 5年度一般会計歳入の内訳

町債
8億1,470万円
（11.7%）

地方特例交付金 168万円（0.1%）
法人事業税交付金 1,273万円（0.2%）
環境性能割交付金 424万円（0.1%）
配当割交付金 577万円（0.1%）
利子割交付金 30（0.1%）

地方譲与税6,674万円（0.9%）

株式等譲渡所得割交付金
612万円（0.1%）

地方消費税交付金
1億４,006万円（2.0%）

地方交付税
35億595万円
（50.2%）

県支出金
2億8,976万 円
（4.2%）

国庫支出金
6億7,075万円
（9.5%）

町税 5億624万円（7.3%）
繰入金 5億2,004万円（7.5%）
繰越金1億8,137万円（2.6%）
財産収入5,694万円（0.8%）
使用料及び手数料
6,030万円（0.9%）

寄付金
2,116万円（0.3%）

諸収入
7,952万円（1.1%）

歳入
69億8,015万円

【自主財源】
14億6,135万円
（20.9%）

【依存財源】
55億1,880万円
（79.1%）

分担金及び負担金
3,578万円（0.5%）

i 美波町財政執行状況を公表します

役場総務課☎ 0884-77-3611

▶特別会計
支出 収入 支出

事業名 予算額 収入済額 収入率 予算額 支出済額 執行率
国民健康保険事業 9億5,077万円 3億3,074万円 34.8% 9億5,077万円 3億5,064万円 36.9%

育英奨学金貸付事業 ２,172万円 ２,539万円 116.9 ２,172万円 774万円 35.6
赤河内財産区 844万円 843万円 99.9 844万円 0万円 0.0
介護保険事業 14億3,695万円 6億4,042万円 44.6 14億3,695万円 3億9,898万円 27.8
診療所 3億2,001万円 5,335万円 16.7 3億2,001万円 1億1,552万円 36.1
後期高齢者医療 1億7,838万円 5,467万円 30.7 1億7,838万円 4,616万円 25.9

●令和 5年度町長交際費明細
支出内容 金額

慶祝（会合等へのお祝い等） 454,280円
弔慰（香典等） 48,500円
会費（研修会、祝賀会等） 241,790円
祭礼費（地域の祭礼等の奉納品） 75,400円
夜警見舞い（消防団へ） 50,920円
その他 3,010円
計 873,900円

▶企業会計
支出

収入済額 支出済額
事業名
水道事業 7,761万円 3億1,447万円
病院事業 2億3,874万円 4億1,981万円
下水道事業 2億6,761万円 3億1,569万円

▶一般会計

【一般会計】（令和 6年 9月30日現在）

▶支出：33.1％▶収入：39.4％
予算額　：76億 5,003 万円
収入済額：30億 1,654 万円

予算額　：76億 5,003 万円
支出済額：25億 3,235 万円

6,576 万円（3,229 万円）

16億 2,286 万円（5億 8,717 万円）

9億 2,550 万円（2億 8,358 万円）

2億 9,298 万円（6,782 万円）

1億 58万円（5,574 万円）

9億 8,236 万円（1億 5,758 万円）

3億 5,883 万円（1億 9,009 万円）

7億 974万円（3億 530万円）

8億 9,572 万円（4億 4,995 万円）

2,001 万円（0万円）

1万円（0万円）

937万円（0万円）

16億 6,631 万円（4億 283万円）

0 5億 10億 15億 20億 25億 30億

予算額合計 支出済額合計2）予算額（支出済額）
議会費
総務費
民生費
衛生費

農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費

災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費

4億 3,085 万円（2億 5,913 万円）

32万円（12万円）

512万円（152万円）

595万円（0万円）

1,197 万円（660万円）

1億 4,472 万円（8,160 万円）

388万円（101万円）

138万円（2,150 万円）

0万円（0万円）

8億 3,241 万円（7,009 万円）

2億 9,910 万円（926万円）

3,978 万円（3,655 万円）

221万円（734万円）

13億 4,194 万円（0万円）

1億 0,471 円（1億 8,649 万円）

7,861 万円（1,623 万円）

10億 4,200 万円（0万円）

31億 1,190 万円（22億 8,057 万円）

2,816 万円（771万円）

8,760 万円（2,077 万円）

7,742 万円（1,005 万円）

0 5億 10億 15億 20億 25億 30億

予算額合計 収入済額合計1）予算額（収入済額）
町税

地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金
地方消費税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金
地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金
使用料及び手数料

国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
町債
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　美波町公式 LINEアカウントから、美波町の観光情報をご覧いただけます。
美波町パンフレットやウミガメ情報、飲食店などの情報をスマートフォンで簡単に確認できるので、とても便利です。
お出かけスポットや遊び体験、グルメ情報など、お友達に美波町をご紹介される際にも、美波町公式 LINEで最新の
情報を共有してみてください。
ぜひこの機会に、美波町公式 LINEをご利用いただき、地元の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。

i 美波町公式 LINE で地元の魅力を再発見！

役場総務課☎ 0884-77-3611

●友達追加の方法
1．LINE アプリを開きます。
2．「友だち追加」ボタンをタップします。
3．「QRコード」を選択し、右記のQRコードを読み取ります。
4．または、「ID検索」で「@town.minami」と入力して検索してください。
5．「追加」をタップし、友だち追加を完了します。

Information - お知らせ -

うちわに描いた、
JR牟岐線の列車や風景画を展示i

教育委員会☎0884-77-3620
　今年の夏休み、町内小中学校の児童
生徒の皆さんに、「JR牟岐線の列車や車
窓風景などをうちわに描こう！」と作品募
集を行ったところ、夏休み明けに、たく
さんの作品が提出されました。展示をしています。ぜ
ひご観覧ください。
●道の駅日和佐：11月９日～12月２日
●日和佐文化祭：12月６日～８日
※展示日程は都合により変更にな
る場合があります。
※由岐文化祭：展示済み

日和佐市街地
内水ハザードマップの作成i

役場建設課☎0884-77-3618
　内水ハザードマップとは、下水道や水路の排水能力
を超える大雨などの影響で内水氾濫が発生した場合に
想定される浸水区域や浸水深を示したマップです。
　浸水が想定される区域と避難行動に役立つ情報を町
民のみなさんへ提供し、日頃からの備えと防災に対す
る意識を高めていただくために作成しています。現在は、
日和佐市街地の内水ハザードマップを作成しています。

日和佐市街地内水ハザードマップは
こちらから→

i マイナンバーカード（個人番号カード）の紛失や盗難にご注意ください！

　マイナンバーカード（個人番号カード）を紛失したり盗難に遭ってしまった場合、直ちに次の手続きを行ってください。
役場住民生活課☎ 0884-77-3613

1. コールセンターに電話しカードの一時停止をする
マイナンバーカードを紛失した場合は、まず以下のコールセンターのどちらかに連絡し、
マイナンバーカードを一時停止してください。
一時停止をすると電子証明書は使用できなくなります。
▶マイナンバー総合フリーダイヤル　
▶個人番号カードコールセンター　　
▶外国語対応フリーダイヤル　　　　
（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応）
※いずれのコールセンターも、24時間365日受付。

●マイナンバーカード紛失時の流れ

2. 警察に遺失届等を提出する
警察に遺失物等の届出をしたのち、受理番号を控えておいてください。
（自宅での紛失は除きます。）

　紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は一時停止の解除の手続きをしてください。
　役場住民生活課の窓口で一時停止解除の手続きを行うことで、再び利用できるようになります。
　ただし、一時停止手続きをした後、マイナンバーカードを再発行申請した場合は、紛失したマイナンバーカードが見つかっ
たとしても再び利用することはできず、再発行したマイナンバーカードを利用します。
　また、再発行後に紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、役場住民生活課まで返納してください。

【紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合】

　紛失したり盗難に遭うなどし見つかる見込みがない場合は、役場住民生活課の窓口でマイナンバーカードの廃止手続
きを行ってください。
　ただし、この手続きを行うとマイナンバーカードが見つかったとしても、再び利用することはできません。
　マイナンバーカードの再発行を希望される場合は、役場住民生活課窓口にて手続き方法をご案内いたします。
　（再交付手数料1,000円・即日発行不可）

【紛失したマイナンバーカードが見つからない場合】

☎0120-95-0178（無料）
☎0570-783-578（有料）
☎0120-0178-27（無料）

●美波町公式 LINEから観光情報を見てみましょう

〈

美波町公式 LINEアカウントから美波町観光情報にアクセ
スする方法についてご紹介します。

1.①「メニューをひらく/とじる」から、②「ウミガメ・観光」
をタップしてください。

2.③「ウミガメ・観光」メニューが表示されます。
一例として、④「美波町パンフレットを閲覧する」をタッ
プしてみましょう。『美波町取扱説明書』を閲覧できます。

3.⑤スワイプ（指を画面上で「シュッ」とスライドさせる動作）
で、ページをめくってみてください。

▶「ウミガメ情報を見る」からは、うみがめ博物館カレッタ
のホームページなどをご覧いただけます。

▶「観光する」からは、美波町公式ホームページや観光協
会ホームページの観光情報をご覧いただけます。
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猫から人間にうつる主な病気について

猫から人間にうつる主な病気について紹介します。感染しないよう予防、対策をお願いします。
外は様々な病原体に感染する危険が多いので、完全室内飼育をする等を実施してください。
大切なペットと安心して暮らし、周りの人に迷惑をかけることのないよう、気を付けて飼育しましょう。

i
役場住民生活課☎0884-77-3613

【予防及び対策】
・猫にキスをしたり、口移しで食べ物を与えたり、過剰なスキンシップをさける
・ひっかかれたり、嚙まれたりした時は、すぐに傷口を消毒する
・なでたりだっこしたり、スキンシップをした後は必ず手を洗う
・外部、内部の寄生虫の駆除・予防の徹底
・猫だけでなく、周辺環境も常に清潔に保つ

病名 感染経路 症状

猫引っかき病
感染猫にかまれたり、引っかかれたりすることで
感染

数日から２週間後、傷口に丘疹や膿、水疱等が
でき、リンパ節の腫れや疼痛、発熱など

パスツレラ症
※抵抗力の弱い人だけが
　発症する『日和見感染症』

猫のほぼ１００％が保有するパスツレラ菌が原因。
かまれたり、引っかかれたり、猫の唾液が口に
入ることによって感染

風邪や肺炎に似た呼吸器系の症状がでたり、
傷口に激痛、発赤、腫れを起こしたりする

トキソプラズマ 被毛に付着したノミが口に入ることによって感染 下痢や腹痛、肛門掻痒症など

瓜実条虫症 便の汚染物や、被毛についた虫卵が口に入るこ
とで感染

幼虫が肝臓や肺に進入し、肝臓の腫れや咳、発
熱などを起こすほか、まれに幼虫が目に移行し
て、視力障害の原因になることもある回虫症（猫回虫）

●猫から感染する主な病気

i 阿部郵便局・木岐郵便局の昼時間帯休止について

阿部郵便局☎ 0884-78-1234 ／木岐郵便局☎ 0884-78-1213

　阿部郵便局・木岐郵便局は、令和6年11月11日（月）から窓口の営業時間を変更いたします。お客様にはご不便をおかけい
たしますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
　なお、ATMの取扱時間については、変更はありません。
　ご不明な点がございましたら、窓口またはお問い合わせ先にお尋ねください。

変更前
※11月8日（金）まで

変更後
※11月11日（月）から

郵便 9:00～17:00 9:00～12:00
13:00～17:00

貯金・保険 9:00～16:00 9:00～12:00
13:00～16:00

●木岐郵便局の営業時間（平日）

※変更後は12時から13時まで休止時間です。
※土・日・祝日は、営業しておりません。

変更前
※11月8日（金）まで

変更後
※11月11日（月）から

郵便 9:00～17:00 9:00～11:30
12:30～17:00

貯金・保険 9:00～16:00 9:00～11:30
12:30～16:00

●阿部郵便局の営業時間（平日）

※変更後は11時30分から12時30分まで休止時間です。
※土・日・祝日は、営業しておりません。

町営住宅の入居者募集募
役場住民生活課住宅係☎ 0884-77-3613 ／役場由岐支所☎ 0884-78-1111

●募集期間：令和６年１０月１０日（木）～令和７年３月３１日（月）
●募集住宅：大久保団地　４戸（３０２号、４０１号、４０３号、４０４号）
　　　　　　　場所：美波町西河内字大久保８４番地３
　　　　　　　構造：鉄筋コンクリート造４階建（３ＤＫ　６０．９０㎡）　　　　　　

櫛ヶ谷住宅　６戸（１号棟４０４号、２号棟４０１号、２号棟４０３号、２号棟４０４号、２号棟４０６号、２号棟５０３号）
　　　　　　　場所：美波町奥河内字櫛ヶ谷２３７番地１３
　　　　　　　構造：鉄筋コンクリート造５階建（３ＤＫ　５３．０８㎡）

西の地団地　５戸（B棟２号、C棟３号、D棟２号、E棟２号、F棟２号）
　　　　　　　場所：美波町西の地
　　　　　　　構造：鉄筋コンクリート造２階建　B・C・D・F棟（３ＤＫ　６３．５６㎡）／E棟（３ＤＫ　６６．１２㎡）

西の地若者住宅団地　４戸（２号棟、３号棟、４号棟、７号棟）
　　　　　　　場所：美波町西の地字東地３０番地
　　　　　　　構造：木造２階建（４ＬＤＫ　８２．８３㎡）

木岐若者住宅団地　２戸（１号棟、２号棟）
　　　　　　　場所：美波町木岐字喜多地９５４番地
　　　　　　　構造：木造２階建（４ＳＬＤＫ　８３．４８㎡）

更新住宅井ノ上団地　１戸（３号）
　　　　　　　場所：美波町奥河内字井ノ上２３９番地１
　　　　　　　構造：木造２階建（４ＬＤＫ　７９．９２㎡）
●家賃額　：（若者住宅以外）入居者の収入に基づき算定される額

（若者住宅）入居者の年齢に基づき算定される額
●申込資格：（若者住宅以外）
　　　　　　１）同居する親族（内縁関係にある方および婚約者を含む）がいること。
　　　　　　　※６０歳以上の方、障害者（障害者手帳を持っている方）等は、単身でも申込み出来ます。
　　　　　　２）収入が法令で定められた基準内であること。
　　　　　　　一般階層：所得月額158,000円以下／裁量階層：所得月額214,000円以下
　　　　　　　※所得月額：（年間所得金額－諸控除額）÷12
　　　　　　　※裁量階層：高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯
　　　　　　３）現に住宅に困窮していること。
　　　　　　４）現に町内住所又は勤務場所を有し、税金等を滞納していないこと。
　　　　　　５）申込者及び同居する親族が暴力団員でないこと。　　　　　　

（若者住宅）
１）現に町に在住し、又は町外から転入し町に在住しようとする者で入居申込時に満20歳以上45歳未満
の既婚者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を
含む。）又は同居する１８歳未満の子がいる者であること。

２）現に住宅に困窮している事。
３）税金等を滞納していないこと。
４）申請者及び同居する親族が暴力団でないこと。

●申込方法：町営住宅入居申請書及び添付書類を美波町役場住民生活課または由岐支所に提出
※町営住宅入居申込書及び添付書類の一部は、役場住民生活課及び由岐支所にありますが、役所で取
得いただく添付書類等がありますので、事前にお問い合わせください。

●選考方法：入居者選考委員会で選考します。
●入居時期：入居決定から約1ヶ月

　町営住宅の入居者を募集します。詳しくは、役場住民生活課までお問い合わせください。
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モビレージ指定管理期間満了に伴う
次期指定管理者の募集について

美波町体験活動施設

美波町HPはこちらから→

役場政策推進課☎ 0884-77-3616

　観光交流の拠点施設である美波町体験活動施設（モ
ビレージ）の指定管理協定が令和7年3月をもって完了し
ます。つきましては次のとおり次期指定管理者の募集を
行います。
●指定管理の対象施設
美波町体験活動施設（美波町山河内字明丸）
●指定期間
令和7年4月1日～令和12年3月31日（5カ年）
●募集スケジュール
令和6年11月　募集要項配布申請書の受付
令和6年12月　候補者の選定
令和7年  3月　指定管理者指定の議決
令和7年  4月　指定管理開始
●募集要項
▶�11月1日(金)から政策推進課にて募集要項等を配布
するとともに、役場ホームページからもダウンロード
していただけます。
▶申請書類の提出先と提出期限
令和6年11月29日（金）午後5時
美波町役場政策推進課

募株式会社りらいぶ様から
企業版ふるさと納税

　この度、株式会社りらいぶ様から美波町の健康増進な
らびにフレイル予防推進を目的に、機能性ウェア4,000
着と現金220万円を企業版ふるさと納税として納めて
頂きました。機能性ウェアにつきましては、地域包括支
援センターが実施する介護予防教室等で住民に配布い
たします。現金につきましては、美波町出身でプロレス
ラーの新崎人生氏による「じんせい体操教室」等の開催
に活用させて頂きます。これらの活動を通じて町民の健
康意識を高め、健康寿命を延伸するための取り組みを
推進していきたいと考えております。

i
役場政策推進課☎ 0884-77-3616

（株）りらいぶ
HPはこちらから→

令和 6年 11月1日に道路交通法の改正がされ、新たに下記の罰則が整備されました。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

i
牟岐警察署☎ 0884-72-0110

自転車の危険な運転に、新しく罰則が整備されました

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・
自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

【罰則】
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以
下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30
万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇
ほう

助

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りな
がら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁
止され、罰則の対象となりました。

【罰則】
・違反者は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の
罰金

・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

運転中のながらスマホ

【自転車運転者講習制度】
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反（危険行為）を反復して行った者は講習制度の
対象となります。
※受講命令違反は5万円以下の罰金
※危険行為とは、信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

自衛官職業相談会募

　防衛省自衛隊では、一緒に働いてくださる自衛官を
募集しています。転職をお考えの方も大歓迎です。
　あなたの知識・経験を自衛隊で活かしてみませんか。

自衛隊徳島地方協力本部阿南地域事務所
☎ 0884-22-6981

●日時：１１月２８日（木）・２９日（金） １０:00～１５:00
●会場：美波町役場内１階会議室

海部郡美波町奥河内字本村18-1

自衛隊徳島地方協力本部
HPはこちらから→

県立南部テクノスクール受講生募集募

●訓練科　：IT技能科2
●内容　　：�ワード、エクセル、パワーポイント等
●定員　　：15名

※�応募状況や訓練申込み後の辞退等により、
訓練の実施を中止することがあります。

●対象　　：�離転職者で、公共職業安定所長から受講
あっせんを受けることができる人

●期間　　：令和６年１２月１９日（木）～
令和７年３月１８日（火）
※原則、土・日・祝日・年末年始１２月２９日～
　１月３日は休校日

●時間　　：9:00～15:35
●場所　　：四国進学会阿南校

（阿南市富岡町今福寺3番1）
●受講料　：無料

※テキスト代税込７，２６０円程度は自己負担
●申込期間：１０月２２日（火）～１１月２６日（火）
●申込先　：居住地を所管する公共職業安定所へ

公共職業安定所または
県立南部テクノスクール☎ 0884-26-0250 ●日時：11月27日（水）9:30～

●場所：日和佐公民館３階会議室
※予定は変更となる場合があります。

11 月定例教育委員会の日程i
教育委員会☎ 0884-77-3620

藍染体験と一箱古本市をうみがめラボで同時開催！

●日時　：令和6年11月23日（土）  1部：13時～/2部：14時～
●定員　：各部10名ずつ　当日参加も可能（予約優先）
●対象者：小学生
●参加費：無料
●場所　：うみがめラボ（UR都市機構サテライトオフィス）
　　　　美波町奥河内本村169-2
●主催　：UR都市機構西日本支社　若手職員有志（DIY部）

i
UR都市機構西日本支社DIY部（窓口：井関）☎06-4799-1606

うみがめラボにて、藍染体験と一箱古本市を開催します！
藍染体験では、徳島県の伝統を感じながら染め物を楽しん
でいただけます。
一箱古本市では、本をその場で読むだけでなく、購入もで
きますので、藍染体験に参加されない方もお気軽にお越し
ください！読まなくなった本の回収BOXもラボ玄関前に常
設しています。ご来場お待ちしております。

藍染体験のご予約は
こちらから→
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12月 3日 火 女性のための生き方
なんでも相談 13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

5日 木 心配ごと相談 9:00～ 12:00 医療保健センター(社協事務局)

10日 火

女性のための生き方
なんでも相談 13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

人権相談
10:00～ 12:00 日和佐公民館

13:00～ 15:00 由岐公民館

11日 水 行政相談 13:00～ 15:00 由岐公民館

12日 木 心配ごと相談、
行政相談、介護相談 9:00～ 12:00 医療保健センター(会議室)

13日 金 女性のための生き方
なんでも相談

10:00～ 12:00
13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

17日 火 女性のための生き方
なんでも相談 13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

19日 木 心配ごと相談 9:00～１２:00 医療保健センター(社協事務局)

24日 火 女性のための生き方
なんでも相談 13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

27日 金 女性のための生き方
なんでも相談

10:00～ 12:00
13:00～ 16:00 阿南市役所 5階

まちの相談カレンダー

女性のための生き方なんで
も相談は、事前予約が必要
です。

【連絡先】
なんでも相談予約電話
☎ 0884-22-0361
【南阿波定住自立圏共生ビジョン】
女性支援パートナーシップ事業です

美波町社会福祉協議会事務
局は心配ごと相談を随時受
付しております。

【連絡先】
美波町社会福祉協議会
　　 ☎ 0884-77-0342
由岐支所
       ☎ 0884-78-1792
【受付日】
月〜金 8:30 ～ 17:00
（土・日・祝祭日は休み）

i 四国南東部イベント情報コーナー

役場産業振興課☎ 0884-77-3617

イベント名 開催時期・期間 場所 問合せ先

牟岐町
にぎわい産業祭

11月17日（日）
10:00～

町民体育館
（徳島県牟岐町）

牟岐町観光協会
0884-72-0065

田野町文化展
11月21日（木）～23日（土）

9:00～17:00
※最終日16:00まで

田野町ふれあいセンター 田野町文化協会
　0887-38-2511

みのりの王国
芸西フェスタ

11月17日（日）
10:00～15:00

芸西村
憩ヶ丘運動公園

芸西フェスタ実行委員会
芸西村役場企画振興課内
　0887-33-2114

●徳島・高知　各地のイベント情報

※予定は変更になる場合があります。

　令和4年11月24日、線路と道路の両方を走るDMV=デュアル・モード・ビークルが結ぶ徳島県南部と高知県東部の自治
体や観光団体などが連携して観光客の誘致を図るため、新たに「四国南東部広域観光連携協議会」を設立しました。
　この取組の一環として、域内のイベント情報をご紹介します。ちょっと足をのばして出かけてみませんか。

（一社）四国の右下観光局
イベント情報掲載→

（一社）高知県東部観光協会
イベント情報掲載→

i 衛生組合で保守点検をご利用いただいていた浄化槽所有者様へのお知らせ
（浄化槽保守点検業務の民間事業者とのご契約はお済みでしょうか）

海部郡衛生処理事務組合☎0884-72-2696

民間保守点検事業者名 所　　在　　地 電話番号

カイフカンキョウ協業組合
〒775-0203
海部郡海陽町大里字白水92-33

0884-73-0806

坂本環境サービス
〒775-0203
海部郡海陽町大里字杉谷14-5

0884-73-3871

水メンテナンス美波
〒779-2305
海部郡美波町奥河内字寺前94

090-4333-3117

㈲西沢建材センター
〒775-0203
海部郡海陽町大里字下中須37

0884-73-1271

　海部郡衛生処理事務組合で実施しておりました浄化槽の保守点検業務については、昨今の下水道
の普及や人口減による浄化槽人口の減少を鑑み、海部郡内の民間活力の推進と、将来的な業務の合
理化の観点から、民間事業者への移行を進めております。
　当組合で保守点検をご利用いただいていた浄化槽のご契約者様（所有者様等）におかれましては、
今年１月から保守点検終了時にご請求書とあわせて、今後の保守点検業務を民間事業者へ移行いた
だけますようご案内をいたしておりましたが、民間の保守点検事業者とのご契約はお済でしょうか。

※浄化槽保守点検は、浄化槽の機能を維持するために必要な点検で、浄化槽の所有者等は、浄化槽の適正な維持管
理のために保守点検を行うことが法律で定められています。また、点検内容は、浄化槽の稼働状況や状態を調べ、
その調整、修理、消毒薬の補充などを、浄化槽の処理方式や規模により年数回実施することになります。

　民間事業者とのご契約（お申込み）が、まだお済みでない所有者様におかれましては、誠にお手数をおかけいたしま
すが、下記に記載しております海部郡内の４社の民間事業者の中からご希望の事業者をお選びいただき、速やかにご
契約（お申込み）手続きを行っていただけますようお願いいたします。
（※当組合の保守点検業務は今年の１２月をもちまして終了予定となっております。）
　なお、清掃業務(し尿くみ取り・浄化槽汚泥引抜)については、当組合で引き続き行います。

TOPICS - まちの話題 -

第20回かかしコンテストが開催されました！
　10月13日（日）、木岐奥徳竹ふれあい農園で第20回
かかしコンテストが開催されました。5年ぶりの開催とな

り、松山小春さんをはじめ
著名人をゲストに招き、盛
大に催されました。
イベントでは、かかし審査
会のほか、焼き芋のふる
まいやお餅投げも行われ、
来場者は秋の味覚や伝統
的な風習を楽しみました。
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COLUMN - 読み物 - COLUMN - 読み物 -

町民一人ひとりが相手を思いやり、多様な価値観を認め合う社会をめざしましょう。
「心温かい人々が暮らす、にぎやかな過疎の町」美波町であり続けるために人権について考え守っていくことが
まさに、“にぎやかそ”美波町まちづくりにつながります。このコーナーでは人権に対する思いを掲載していきます。

黄色いそうめんの正体

ウミガメ 
News Letter

No.35

ウミガメが産卵する砂浜は、高温、乾燥、高塩分、強風、
砂という不安定な足場など、植物には厳しい環境で

すが、例えば大浜海岸には、ハマヒルガオ、コウボウムギ、
ハマボウフウ、ハマゴウ、ハマオモト（浜百合）など様々な
海浜植物が見られます。これらには、砂浜の地形を維持し、
その生態系を支える役割があるので、ウミガメの産卵環境
を知る上でも、きちんと学ぶ必要があります。そんな大浜
海岸で、ハマゴウに絡みつく「黄色いそうめん」の存在が
気になっていました。ハマゴウは、背は低いもののしっかり
とした幹、枝、根を持った木の仲間です。その枝葉は風に
吹き飛ばされる砂を捉えて、浅く広く張った根は捉えた砂
を留めるので、ウミガメの産卵場には重要な植物です。そ
のハマゴウに絡みつく「黄色いそうめん」はネナシカズラ
の仲間です。この仲間は地中に根を張ることなく、絡みつ
いた植物から栄養を吸い取る寄生植物です。この「黄色い
そうめん」は以前から確認していたのですが、今年はその

勢いが強く、あちらこちらで絡みつかれ葉を落とし弱った
ハマゴウが目立ちました。この「黄色いそうめん」につい
て調べてみたところ、第一候補にアメリカネナシカズラとい
う移入植物が上がりました。アメリカネナシカズラは北アメ
リカが原産地で、種は2㎜と小さく動物に食べられても長
い間、発芽する能力を失わない繁殖能力が高い植物です。
1970年頃に多摩川で確認されて以来、現在では日本全土
に拡がり、環境省によって要注意外来生物に指定されまし
た。一方、第二候補に上がったハマネナシカズラは同じネ
ナシカズラの仲間ですが、こちらは在来種で、国内の生育
地が10カ所以下にまで減少して絶滅危惧種に指定されて
います。移入種か絶滅危惧種か、大いに悩み、徳島県立
博物館の上席学芸員の小川さんに相談したところ、さっそ
く現地調査をして頂き、「黄色いそうめん」の正体は、ハ
マネナシカズラと判明しました。この調査によって、ウミガ
メ産卵場として天
然記念物に指定さ
れている大浜海岸
には、希少なハマ
ネナシカズラが今
なお生育している
事が判りました。
（館長：平手康市）

障がい者への「合理的配慮の提供」が民間事業者にも
義務化されます

ウミガメはどうし
て何回かに分けて
産卵するの？Q

ue
st
io
n 生き残ることが難しい海で子孫を残すためには出来るだけ

たくさんの卵を産む必要があります。しかし、海中を素早
く泳ぐように進化したウミガメの体内には隙間が少ないの
で、何回かに分けてできるだけ多く産卵しているようです。An

sw
er

応募フォーム

うみがめについての質問をお送りください。
お答えします！
〒779-2304 徳島県海部郡美波町日和佐浦
369うみがめ博物館カレッタ「質問係」

太
たいへいよう
平洋に面する美波町では多くの生き物たちが生

せいそく
息しています。このコーナーでは

実
じっさい
際に撮

さつえい
影してきたリアルな写真と共にいろんな生き物たちをご紹

しょうかい
介します！

みなみの海の

いきもの
図

ず
鑑
か ん

夏の海
この原稿がみなさんのお手元に届く頃には寒いシーズンに突入
しているかもしれませんが、賑やかだった夏の海の中をご紹介
したいと思います。夏は様々な生物の繁殖行動が活発になり、
あちらこちらでたくさんの稚魚が泳いでいたりして大変賑やか
です。中でもエサとなるキビナゴの大群を追って突然現れるカ
ンパチの群れは見応えがあります。今回確認したのはヒレナガ
カンパチで、成長すると体長1m以上になり、イワシ、アジ、
イカなども食べます。ヒレナガカンパチは沿岸部の中層から下
層あたりで行動するブリの仲間です。（ダイバー：長楽美保）

ヒレナガカンパチと
一緒にキビナゴの群れに
突っ込むマダイ

ヒレナガカンパチ
（長い背ビレが特徴）

キビナゴを追う
ヒレナガカンパチ

11 月は人権啓発強調月間
「第 26 回みなみ・にこにこ人権フェスティバル」
を開催します。
テーマ：「ありのまま　そんな自分を　大切に」
　同和問題をはじめとする人権問題を解決するためには、私たち一人ひとりが、「人
権は自分自身の生活に深く関わる自らの課題」との認識を持ち、それに対する理
解を深めることが必要です。
　美波町では11月を「人権啓発強調月間」と定め、11月23日(土･祝)に、日和
佐公民館において「第26回みなみ・にこにこ人権フェスティバル」を開催します。
　今年は、UNITED BROTHERS(ユナイテッド・ブラザーズ)をお迎えして人権コンサートを実施します。
　みなさんの身の回りにある人権について学んでみませんか？ご参加お待ちしています。

ひとりで悩まずご相談ください。

●SNSで相談：Cure time（キュアタイム）
●電話で相談：性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター ＃8891

性犯罪被害相談電話（警察） ＃8103

【性犯罪・性暴力に関するご相談】

●SNSで相談：DV相談プラス
●電話で相談：DV相談ナビ ＃8008

【配偶者・交際相手からの暴力に関するご相談】

●実施期間：令和6年11月13日（水）から同月19日（火）までの7日間
●受付期間：午前8時30分から午後7時まで

ただし、土曜日・日曜日・祝日は午前10時から午後5時まで
※強化週間以外の日は平日の午前8時30分から午後5時15分まで

●開設場所：徳島地方法務局人権擁護課（土・日・祝日は高松法務局人権擁護部）
●電話番号：０５７０（０７０）８１０　（全国共通ナビダイヤル）

※一部のIP電話からはご利用できない場合があります。
インターネットでも人権相談を受け付けています。
https://www.jinken.go.jp/　(パソコン・携帯電話・スマートフォン共通)

●取扱内容：ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、離婚問題、
暮らしの悩みごとなど女性をめぐる人権問題

●その他　：相談は無料、秘密は厳守します。

【女性の人権ホットライン】
　徳島地方法務局と徳島県人権擁護委員連合会では、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、下記のとおり電
話相談の強化週間を実施します。期間中は相談時間を延長するとともに、土・日曜日及び祝日も相談を行います。

11月12日～11月25日
「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です。
年齢・性別を問わず、
お気軽にご相談ください。

ハマゴウに絡みつく「黄色いそうめん」ハマネナシカズラ
見た目はアレですが、小さく白い花は可愛いです。
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町
民
文
芸

町民文芸に掲載を希望され
る方は、前月の20日頃ま
でに政策推進課までお送り
ください。

●
日
和
佐
短
歌
会

激
戦
の
総
裁
選
の
結
末
を
じ
っ
と
見
守
る
午
後
の
ひ
と
と
き
　
　
　
　
　
　
　（
栗
林
和
子
）

拉
致
の
娘
の
帰
国
を
願
う
母
の
声
空
し
き
ま
ま
に
か
わ
る
政
権
　
　
　
　
　
　（
本
庄
た
ゑ
子
）

母
語
さ
え
も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
る
年
な
れ
ど
敢
え
て
英
語
に
挑
ま
ん
と
す
る
　（
吉
坂
忠
幸
）

大
浜
に
孵
化
し
た
子
ガ
メ
ら
海
原
へ
も
ん
て
き
～
よ
と
ワ
イ
ら
は
祈
る
　
　
　（
四
宮
朋
和
）

絶
え
ざ
る
変
化
は
宇
宙
の
本
質
と
は
い
え
ど
激
し
い
変
化
に
不
安
う
ず
ま
く
　（
石
川
美
智
惠
）

し
な
や
か
に
指
の
先
ま
で
情

感
の
籠
る
人
形
浄
瑠
璃
に
見
入
る
　
　
　
　
　
　（
福
井
郁
子
）

●
投
稿
短
歌

冬
め
け
る
朝
の
光
に
マ
ス
ク
し
て
中
途
半
端
な
笑
い
顔
す
る
　
　
　
　
　
　
　（
下
町
昭
）

●
由
岐
句
会

破
れ
蓮
の
水
に
流
る
る
雲
の
影
　
　
　
　（
中
川
秀
司
）

盆
栽
は
夫
の
生
き
甲
斐
小
鳥
来
る
　
　
　（
住
谷
喜
舟
）

鷺
一
羽
翔
ち
て
穭
田
日
暮
れ
け
り
　
　
　（
戎
谷
久
代
）

身
に
入
む
や
木
偶
の
演
ず
る
非
話
情
話
　（
戎
谷
利
公
）

竹
伐
っ
て
我
が
人
生
に
悔
い
は
無
し
　
　（
四
宮
朋
和
）

行
く
秋
の
山
河
う
る
わ
し
浦
百
戸
　
　
　（
青
山
文
夫
）

先
ず
匂
い
味
わ
い
秋
刀
魚
焼
き
に
け
り
　（
森
淨
子
）

草
雲
雀
澄
む
声
耳
に
避
難
坂
　
　
　
　
　（
片
山
宇
野
代
）

菊
人
形
な
で
て
髷
物
多
か
り
き
　
　
　
　（
下
町
昭
）

走
ら
ん
会
集
う
勇
者
や
天
高
し
　
　
　
　（
森
本
富
美
子
）

_ 美波の文化・歴史を訪ねる23
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美波町日和佐図書・資料館☎ 0884-77-2733
開館時間：火曜日〜金曜日10:00〜 18:00　土曜日・日曜日10:00〜 17:00

HIWASA
Library
News
2024.Nov. No.224

●おすすめ図書

美肌は心を強くする ! 「メンタル
強い」「ブレない」MEGUMI が、
１０年間さまざまな経験をし、あ
らゆる美容法を試した末にたど
り着いた、「心に効く美容法」と
「思考法」を紹介する。

心に効く美容
著 MEGUMI（講談社)

●さかさ星：貴志 祐介
●リミックス：今野 敏
●またうど：村木 嵐
●迷惑な終活：内館 牧子
●青嵐の旅人　上・下：天童 荒太
●森にあかりが灯るとき：藤岡 陽子
●青い世界の中で、きみが隣にいてくれた
　　　　　　　　　　　　 ：丸井 とまと
●婚活マエストロ：宮島 未奈
●耳に棲むもの：小川 洋子

新刊一般図書

●できあがり：彦坂 有紀
●せがのびる：やぎゅう げんいちろう
●あしたがきらいなうさぎ：高橋 久美子
●しあわせなときの地図：フラン・ヌニョ
●おそうじロボットのキュキュ
　　　　　　　　　　：こもり まこと

新刊児童書

●新刊図書案内
天国映画館
著 清水 晴木（中央公論新社）

記憶を失って天国を訪れた小野
田は、天国映画館の支配人・秋
山と一緒に働くことになる。天
国から新たな世界へ旅立つ人の
映画を上映する映画館で様々な
人生を観るうちに、小野田の記
憶と心に変化が訪れて…。

●図書資料館イベント
イベント 日程 時間

おはなしの時間 11/16（土） 10：30～11：00

小さなおはなし会 11/26（火） 10:30～10:50

講演会「アワビの秘密」 12/8   （日） 10:30～12:00

美波町読書友の会、会員募集中です。
詳しくは図書館までお問い合わせください。

休館日（毎週月曜日（祝日に当たるときは翌日も） 、祝日、年末年始） イベント おはなし会

● 11 月・12 月の予定
11月の予定
日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

12月の予定
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

美波町の各所に残る文化財や史跡を写真ととも
に紹介していきます。

じょうら渕の水神

　新
しんぼちぐち
発口のバス停留所から、町道

を500mぐらい入ったところに「じ
ょうら渕」があります。
　この渕に大蛇が棲んでおり、き
れいな上

じょうら
臈に化けて、岸を通る若

者を渕の中へ引きずり込んでいた
という伝説があります。
　この「じょうら」の正体である
大
だいじゃ
蛇をまつったのが「じょうら渕の

水神」です。

じょうら渕
ぶち
の水

すいじん
神

　昔の渕は、底無しの洞
どうくつ
窟になっ

ていたそうですが、今では砂や石
がたまって浅くなっています。以
前の水神は、岸の岩の上にまつら
れていました。しかし今は、拡張
された道路脇でまつられています。

【お問い合わせ】
日和佐公民館☎ 0884-77-0028
由岐公民館☎ 0884-78-0007

●
日
和
佐
句
会

刈
り
し
田
は
広
き
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園
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と
ん
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河
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女
）

秋
祭
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日
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し
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よ
　
　
　（
森
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子
）

よ
く
見
れ
ば
悟
り
顔
な
る
秋
刀
魚
か
な
　
　（
橋
本
ま
り
子
）

天
高
し
歩
け
る
こ
と
の
有
難
く
　
　
　
　
　（
本
庄
潮
乃
）　
　

や
れ
や
れ
と
墓
所
の
坂
道
彼
岸
花
　
　
　
　（
福
井
咲
希
）

●
時
雨
庵
俳
句

天
高
し
空
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
　
　
　（
名
田
み
や
女
）

手
の
届
く
と
こ
ろ
に
も
あ
り
曼
珠
沙
華
　
　（
勝
瑞
高
春
）

●
投
稿
川
柳

木
枯
ら
し
と
懐
寒
い
秋
探
し
　
　
　
　
　
　（
三
間
精
司
）

覚えておきたい英語の単語集

● D
ディレクション

irection

● L
ラ ゲ ッ ジ
uggage

● A
ア ポ イ ン ト メ ン ト
ppointment

● P
プライス
rice

●A
ア ド レ ス
ddress

（方向、道順）

（荷物）

（約束、予約）

（価格、値段）

（住所）

世界の言語
-World Languages-

このコーナーでは、毎月、世界の様々な
言語を紹介していきます。

今回のテーマ。

「日常会話編①（英語）」

▶意味：何時に始まりますか？
●W

ワ ッ ト
hat t

タ イ ム
ime d

ダ ズ
oes i

イット
t s

スタート
tart?

▶意味：よく分かりません。確認しますね。
● I

アイム
´m n

ノット
ot s

シ ュ ア
ure. L

レット
et m

ミ ー
e c

チ ェ ッ ク
heck.

▶意味：レシートをもらえますか？
●C

キャン
an I

アイ
 g
ゲット

et a
ア
 r

リ シ ー ト
eceipt, p

プ リ ー ズ
lease?

▶意味：10分で到着します。
● I

アイル
´ l l b

ビー
e t

ゼ ア
here i

イン
n 1
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前回の答え「甲殻類」、18通の応募がありました。
ご応募いただきありがとうございました。

今月の納税
●国民健康保険税：第4期分
●納付期限：12月2日（月）

人口と世帯（令和6年9月30日現在）
●人口　：5,749人     （-11）
●世帯数：3,053世帯  （-6）

今月のレシピ
豚肉と白菜のスープ煮

監修：管理栄養士

みなみ

減塩レシピ

QRコードから
応募できます。

11/21（木）
締切▶郵送での応募

〒779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村 18-1
美波町政策推進課「広報 11月号」係
▶メールでの応募
seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp
件名：「広報 11月号係」まで

●応募方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クイズの答え、住所、氏名、アンケートをご記入のうえ、下記
の方法でご応募ください。政策推進課もしくは由岐支所にご持
参いただいても結構です。正解者の中から抽選で記念品をお送
りいたします。当選者の発表は、記念品の発送をもって代えさ
せていただきます。

▶調理のポイント
とろみのあるスープが素材をしっかり包み込んで、うす味でも食べごたえアップ。

豚肉は4cm幅に切り、白菜は3cm幅にそぎ切りにする。
鍋にAと①を入れて、中火でときどき混ぜながら15分ほど煮る。
Bをよく混ぜて全体にまわし入れ、とろみをつける。

1)
2)

（調理方法）

2人分、塩分１人あたり約1.3g

※分量のｇは目安です。

（材料）
・豚肉 …………… 180g
・白菜 …………… 200g

水 ……… 400ml
酒 ……… 大さじ２
しょうゆ ………… 小さじ１
顆粒鶏がらだし … 小さじ１
こしょう ………… 少量

・A

片栗粉 … 大さじ 1/2
水 ……… 大さじ１

・B

●アンケート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1）今月号でよかった内容や写真を教えてください。
2）�取り上げて欲しい内容や企画があればお聞かせください。
3）�広報に関するご意見・ご感想・町内で活躍されている
方などありましたらお聞かせください。

Qにぎやかそクイズ ＆ アンケート●問題・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　ハマゴウは、風に吹き飛ばされる砂を捉え、ウミガメ
の産卵環境を維持する重要な植物ですが、そのハマゴウ
に絡みつく「黄色いそうめん」
に関連して、移入種の候補
として挙げられた植物は何と
いう名前でしょうか？この植物
は、北アメリカを原産地とし、
繁殖能力が高いことでも知ら
れています。
※答えは誌面に記載しています。


